令和８年度　市民農園申込書
	申請者氏名
	

	郵便番号

申請者住所

	〒４０３―
富士吉田市　
　　　　　　　　　　　　　　　

	電話番号
	（自宅）

（携帯）

※必ず昼間連絡の取れる番号をお願いします。

	希望圃場

□にレ点を付けて下さい
	□上吉田第１ほ場（富士保育園の北側）
	□上吉田第２ほ場（吉田小の北側）

	
	□竜ヶ丘第１ほ場（源鍛冶の西側）
	□竜ヶ丘第２ほ場（安田商事付近）

	
	□下吉田ほ場（東町ゲートボール場隣）
	

	その他
	


◎運営遵守事項
１ 富士吉田市特定農地貸付規程第6条を遵守すること。
富士吉田市特定農地貸付規程(禁止事項)
第6条　借受者は、貸付農地において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)　建物及び工作物を設置すること。

(2)　営利を目的として作物を栽培すること。

(3)　貸付農地の権利を譲渡し、転貸すること。

(4)　農業以外の用途に供すること。

(5)　火気を使用すること。

２ 利用期間は、４月１日から翌年２月末までとする。
　　　　但し、地権者の意向で年内をもって期間終了となる場合には、その期間とする。
３ 期間内は、自らの区画を責任もって管理（周囲の草刈り等）すること。

４ 耕作等で使用した農機具や肥料等は、随時持ち帰ること。
５ ゴミ等は、責任をもって必ず処理すること。

６ 設置物については、必ず２月末までに撤去すること。

７ 農園周辺地への無断駐車等、迷惑となる行為をしないこと。
８ 貸出し及び区画の決定については抽選によるものとし、異議を申し立てないこと。
　　
富士吉田市長　様

上記遵守事項を確認しましたので、令和８年度市民農園に申し込みます。
令和　　年　　月　　日
申請者　　　　　　　　　　　　　　　　
